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瓦
か
ら
見
た
水
口
岡
山
城

　
水
口
町
の
古
城
山
に
は
か
つ
て
お
城
が

あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
水
口
岡
山
城
跡
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
お
城
は
、
豊
臣
秀

吉
の
命
に
よ
り
甲
賀
の
直
接
支
配
と
東
国

へ
の
牽
制
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。
城
主
に
は
中
村
一
氏
、
増
田
長

盛
、
長
束
正
家
と
い
う
豊
臣
政
権
内
で
重

責
を
担
っ
た
人
物
が
な
っ
て
い
ま
す
。

　
水
口
岡
山
城
か
ら
は
こ
れ
ま
で
に
多
く

の
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に

は
高
島
市
の
大
溝
城
と
同ど

う

笵は
ん（
同
じ
型
で

作
ら
れ
た
）の
軒の

き

丸ま
る

瓦
が
あ
り
、『
西
川
家

文
書
』に
あ
る
大
溝
城
の
天
守
を
解
体
し

て
水
口
へ
運
ん
だ
と
い
う
記
述
を
裏
付
け

て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
織
田
信
長
の
甥
で

あ
る
織
田
信
澄
が
城
主
を
務
め
た
城
の
建

物
を
移
築
さ
れ
た
こ
と
は
、
秀
吉
に
と
っ

て
水
口
岡
山
城
が
如
何
に
重
要
で
あ
っ
た

か
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、水
口
岡
山
城
の
築
城
に
関
し
て
は
、

甲
南
町
矢
川
神
社
が
所
蔵
す
る『
矢
川
雑
記
』

に
矢
川
寺
の
堂
舎
を
解
体
し
、
そ
の
部
材
を

水
口
岡
山
城
に
利
用
し
た
と
い
う
記
述
が
あ

り
ま
す
。
最
近
の
調
査
で
矢
川
寺
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
軒
丸
瓦
と
水
口
岡
山
城
跡
で
採
集

さ
れ
た
軒
丸
瓦
が
同
笵
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。『
矢
川
雑
記
』の
記
載
を
裏
付
け

る
証
拠
で
す
。

　
水
口
岡
山
城
跡
で
出
土
す
る
軒
瓦
に
は

多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
大
溝
城

の
天
守
や
矢
川
寺
の
堂
舎
の
部
材
を
再
利

用
し
た
ほ
か
、
築
城
に
あ
た
っ
て
は
利
用

で
き
る
材
料
を
集
め
て
き
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
教
育
委
員
会
で
は
平
成
二
四
年
度
か
ら

発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
調
査
は

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
今
後
、
新
た
な
事

実
が
分
か
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
水
口

岡
山
城
跡
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
も

今
後
の
調
査
成
果
に
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

歴
史
文
化
財
課
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大溝城と同笵の軒丸瓦

矢川寺遺跡と同笵の軒丸瓦

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

●
募
集
期
間
／
12
月
２
日（
月
）～
12
月
12
日

（
木
）

　

募
集
案
内
や
申
込
書
等
は
、
12
月
２
日

か
ら
住
宅
建
築
課
で
配
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
甲
賀
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
／
住
宅
建
築
課
公
営
住
宅
係
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市
営
駐
車
場
の
利
用
者
募
集

●
受
付
期
間
／
12
月
２
日（
月
）～
13
日（
金
）

　
（
土
・
日
を
除
く
９
時
～
17
時
）

●
使
用
開
始
日
／
１
月
１
日（
水
）

●
甲
賀
駅
南
駐
車
場　

11
区
画（
う
ち
軽

自
動
車
４
区
画
）

●
甲
南
駅
前
自
動
車
駐
車
場　

（
身
体
障
が
い
者
用
の
み
２
区
画
）

	

３
，０
０
０
円
／
月

※	

申
し
込
み
の
際
は
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

（
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
）

問
・
申
／
生
活
環
境
課
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●
油
日
駅
前
駐
車
場（
直
接
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
）	　

３
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問
・
申
／
油
日
駅
を
守
る
会
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●
甲
南
駅
前
駐
輪
場（
直
接
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
）

　

自
転
車　

１
，５
０
０
円
／
月

　

原
付　
　

１
，８
０
０
円
／
月

問
・
申
／
甲
南
駅
前
駐
輪
場
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（
受
付
時
間
／
６
時
15
分
～
９
時
15
分
、

13
時
～
14
時
、
18
時
30
分
～
20
時
30
分
）
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ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
連
合
日
本

セ
ン
タ
ー

冬
季
英
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
生
募
集

　

英
語
指
導
の
専
門
教
育
を
修
め
た
ネ
イ

テ
ィ
ブ
の
教
官
に
よ
る
実
践
的
な
英
語
講

座
を
開
講
し
ま
す
。

●
開
講
期
間
／
平
成
26
年
１
月
６
日（
月
）

～
３
月
29
日（
土
）

●
会
場
／
ミ
シ
ガ
ン
日
本
セ
ン
タ
ー
（
彦

根
市
）お
よ
び
、
栗
東
、
南
草
津

※	

会
場
に
よ
っ
て
開
講
さ
れ
る
講
座
は
違

い
ま
す

●
申
込
締
切
／
12
月
７
日（
土
）

●
講
座
内
容
／
各
時
間
帯
や
習
熟
度
に
合

わ
せ
た
講
座
やTO

EIC

対
策
夜
間
講

座
な
ど

●
そ
の
他
／
受
講
料
・
講
座
内
容
の
お
問

い
合
わ
せ
や
お
申
し
込
み
は
問
い
合
わ

せ
先
ま
で

問
・
申（
資
料
請
求
）／
ミ
シ
ガ
ン
州
大
学

連
合
日
本
セ
ン
タ
ー
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税
理
士
に
よ
る
税
務
相
談

●
日
時
／
12
月
11
日（
水
）13
時
30
分
～
16

時
30
分（
受
付
16
時
ま
で
）

●
場
所
／
水
口
納
税
協
会
3
階
会
議
室

●
定
員
／
予
約
制
で
先
着
6
名（
1
人
約

30
分
）

※
相
談
無
料

問
・
申
／
水
口
納
税
協
会
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相
談〈
12
月
〉

河
川
へ
の
油
類
流
出
の

　
　
　
　
情
報
提
供
に
ご
協
力
を

　
年
に
数
回
程
度
、
河
川
へ
の
油
類
等
の
流
出
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
も
し
も
、

上
水
道
の
水
源
地
に
油
類
が
流
入
す
る
と
、
浄
水
処
理
に
影
響
が
出
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
市
や
県
で
は
、
安
定
し
て
安
全
な
水
道
水
を
皆
さ
ん
に
届
け
る
た
め
、
油
類
流
出

を
早
期
に
発
見
し
対
応
で
き
る
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
も『
油

の
よ
う
な
も
の
が
川
の
水
面
に
浮
い
て
い
る
』『
油
の
よ
う
な
臭
い
が
す
る
』な
ど
の
異

変
に
お
気
づ
き
の
場
合
は
、
連
絡
先
ま
で
情
報
提
供
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

連
絡
先

市
：
上
水
道
課　
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県
：
企
業
庁
水
口
浄
水
場
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家屋を取り壊したときは
家屋滅失申請書の提出を
　平成26年度の家屋に対する固定資産税は、平成26年１
月１日に存在する家屋に課税します。そこで平成25年中に
家屋を取り壊された場合（予定されている場合を含みます）
には、平成25年12月25日（水）までに「家屋滅失申請書」
を旧支所である土山地域市民センター、甲賀大原地域市民
センター、甲南第一地域市民センター、信楽地域市民セン
ターまたは税務課資産税係まで提出してください。家屋滅
失申請書は、提出先窓口にありますので、お申し出ください。
また、ホームページにも掲載していますのでご利用くださ
い。
　なお、今回家屋滅失申請書を提出いただいても、不動産
登記は滅失されませんのでご注意ください。

※�すでに法務局で家屋滅失の不動産登記手続きをされた場
合には提出していただく必要はありません。

問い合わせ

☎65-0680 ／ 63-4574
税務課　資産税係

平成25年12月1日 222013.12.123 　　　　2013.12.1 平成25年12月1日




